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 「ひろしま川づくり実施計画 2016」は，県の総合計画である「ひろしま未来チャレンジビジョン」が目指す県土の将来像を実現するための社会資本マネジメントの基本方針として策定している「社会資本未来プラン」の河川部門の事業別整備計画として策定しています。 前計画である「ひろしま川づくり実施計画 2011」の計画期間が平成 27 年度で終了することから，これまでの取組の成果や，新たな課題を踏まえ，上位計画である「社会資本未来プラン」と整合を図りながら，次期計画を策定するものです。     
計画期間：平成 28年度～平成 32年度（5年間） 計画期間：平成 28年度～平成 32年度（5年間） 計画期間：平成 28年度～平成 32年度（5年間） 計画期間：平成 28年度～平成 32年度（5年間） 「ひろしま未来チャレンジビジョン」及び「社会資本未来プラン」の計画期間と整合を図り ます。  

 投資予定額：概ね３６０億円 投資予定額：概ね３６０億円 投資予定額：概ね３６０億円 投資予定額：概ね３６０億円 事業の投資予定額は，「中期財政運営方針」を前提として，「社会資本未来プラン」における，道路・河川・砂防・港湾・海岸といった事業間の優先順位（プライオリティ）に基づいて配分・設定しています。   
 
 
 

 

           
 
 
 
 

ⅠⅠⅠⅠ 計画の基本的事項 計画の基本的事項 計画の基本的事項 計画の基本的事項    １ 策定の趣旨１ 策定の趣旨１ 策定の趣旨１ 策定の趣旨    
 

（市町の意見聴取） ２ 計画の概要２ 計画の概要２ 計画の概要２ 計画の概要    
 

３ 計画の位置づけ３ 計画の位置づけ３ 計画の位置づけ３ 計画の位置づけ    
 

ひろしま未来チャレンジビジョンひろしま未来チャレンジビジョンひろしま未来チャレンジビジョンひろしま未来チャレンジビジョン（Ｈ27.10 改定）    ～将来にわたって，「広島に生まれ，育ち，住み，働いて良かった」と心から思える広島県の実現～ 
社会資本未来プラン社会資本未来プラン社会資本未来プラン社会資本未来プラン（Ｈ28.3 改定）    ～戦略的な投資とマネジメントの最適化～ 
「ひろしま川づくり実施計画 2016」 「ひろしま川づくり実施計画 2016」 「ひろしま川づくり実施計画 2016」 「ひろしま川づくり実施計画 2016」 
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  ◆◆◆◆ ひろしま川づくり実施計画 2011 の取組成果ひろしま川づくり実施計画 2011 の取組成果ひろしま川づくり実施計画 2011 の取組成果ひろしま川づくり実施計画 2011 の取組成果    
 計画期間：平成 23 年度～平成 27年度（5年間） 成果目標：洪水高潮防護達成人口率 
 施策の柱 主な取組成果 チャレンジⅠ 災害の防止・軽減対策の充実・強化 主な事業完成・部分完成箇所は次のとおりです。 【河川事業】 《完  成》新安川（広島市），羽原川（福山市），山倉川（広島市） ほか４箇所 《部分完成》本川（竹原市），手城川調節池（福山市）， 永慶寺川（高潮事業）（廿日市市）ほか３箇所 【ダム事業】 仁賀ダム（竹原市），野間川ダム（三原市），庄原ダム（庄原市） 

 【成果目標】 
 現状値 

H23当初 目標値 
H27年度末 実績値 

H27年度末 （見込み） 洪水高潮防護達成人口率 52.5% 60.3% 60.3% 

 
 チャレンジⅡ 自助，共助，公助による地域防災力の向上 ○水防活動や迅速な避難行動に役立てるため，XバンドMPレーダによる詳細な降雨観測情報を「河川防災情報システム」上に表示開始しました。 ○「河川防災情報システム」をより使いやすく更新し，加えてスマートフォンによる情報提供も開始しました。 チャレンジⅢ 既存施設の適確な運用・管理 に よ る 安心・安全の継続 ○県内全 10排水機場の長寿命化計画を策定しました。 ○この計画に基づき，排水機場の電気・機械設備など大型施設の更新を行いました。（尾崎川排水機場，新安川排水機場，坊地排水機場，小山田川排水機場） チャレンジⅣ 河川環境の保全と川らしさ復元 ○河川の底質改善に向けた対策を行いました。（京橋川） ○「多自然川づくり」を取り入れた設計・工事を行いました。 （国兼川，玖島川）  チャレンジⅤ 水辺空間を利活用した賑わいづくり ○河岸緑地へのオープンカフェ出店を促進しました。（京橋川１店準備中） 
 

 

   
 

１ 成果の検証１ 成果の検証１ 成果の検証１ 成果の検証    
 

ⅡⅡⅡⅡ 取組方針 取組方針 取組方針 取組方針    
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◆ 河川事業を取り巻く状況変化◆ 河川事業を取り巻く状況変化◆ 河川事業を取り巻く状況変化◆ 河川事業を取り巻く状況変化 
  これまでの河川整備は，河川整備計画で今後 20～30 年間に実施する河川整備等の区間や規模を位置づけ，河川改修や高潮対策等の整備を進めてきました。 河川整備には長期間を要することから，その間に，県の財政健全化に向けた取り組みや，集中豪雨の多発，河川管理施設の老朽化，河川環境に対する問題意識の高まりなど事業を取り巻く環境は変化してきております。 更に前計画期間中においても，次のような状況変化がありました。 
 ○ 東北地方太平洋沖地震を契機に南海トラフによる地震や津波への懸念が増大 ○ 8.20 広島市土砂災害等を契機に，県民への情報伝達の重要性を再認識（「みんなで減災」県民総ぐるみ運動の展開） ○ 関東・東北豪雨災害により，築堤区間防護の重要性を再認識 ○ 河道内の堆積土や樹木への県民不安の高まり ○ 浸水想定区域の想定降雨が最大規模降雨に拡充 ○ 広島市「水の都」構想に基づく都市河川の親水性を高めていく活動の高まり 

 

 

◆ 河川の視点からの本県の「強み」と「弱み」，将来像 ◆ 河川の視点からの本県の「強み」と「弱み」，将来像 ◆ 河川の視点からの本県の「強み」と「弱み」，将来像 ◆ 河川の視点からの本県の「強み」と「弱み」，将来像     ①「強み」となっているもの【Strength】                        ①「強み」となっているもの【Strength】                        ①「強み」となっているもの【Strength】                        ①「強み」となっているもの【Strength】                         ○ 利便性の高い河川周辺への人口・産業の集積 ○「水の都ひろしま」の景観を形づくる広島市内を流れる河川（太田川，京橋川，猿猴川等）       
 

 

 

 

      ■ 河川周辺への人口集積           ■「水の都ひろしま」の景観    

２ 生じている課題や状況変化，現状２ 生じている課題や状況変化，現状２ 生じている課題や状況変化，現状２ 生じている課題や状況変化，現状 

  

 ■H27.9 鬼怒川の決壊 

＜出典：国土交通省関東地方整備局＞ 
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② 改善すべき「弱み」となっているもの【Weakness】                  ② 改善すべき「弱み」となっているもの【Weakness】                  ② 改善すべき「弱み」となっているもの【Weakness】                  ② 改善すべき「弱み」となっているもの【Weakness】                      ○ 未改修の河川が多く，過去 10 年間の水害被害額（1,457 億円）と被害棟数（18,319 棟）は，全国平均の約２倍近くにのぼる ○ 台風の経路となりやすく，高潮被害が繰り返し発生（過去 25 年間で 7 回発生） ○ 河川の底質悪化 ○ 短時間強雨の増加や降雨日数の減少など全国的な気候変動により，広島県においても浸水被害や渇水などの脅威に晒されている                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 （１時間降水量 50mm以上の年間発生回数（アメダス 1,000地点あたり）） 

短時間強雨の増加短時間強雨の増加短時間強雨の増加短時間強雨の増加 

時間雨量 50mm を超える短時間強雨の発生件数が増加（約 30年前の約 1.4 倍）  ＜出典：国土交通省 HP＞ 

 2 
 

 

 

降雨日数の減少降雨日数の減少降雨日数の減少降雨日数の減少 

時間雨量 50mm を超える短時間強雨の発生件数が増加（約 30年前の約 1.4 倍）  ＜出典：気象庁気候変動監視レポート 2013＞ 
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       ＜出典：国土交通省 HP＞                             ③ 河川事業が目指す県土の将来像③ 河川事業が目指す県土の将来像③ 河川事業が目指す県土の将来像③ 河川事業が目指す県土の将来像                                                                                                                                                     ＜社会資本未来プランから抜粋＞   防災・減災 災害による被害を最小限にするための県土づくりが進んでいます。  既存インフラの機能保全 これまで整備してきた公共土木施設が適切に維持管理されています。  環境保全 再生可能エネルギーが利用され，環境への負荷の少ない持続可能な社会の仕組みの構築が進んでいるとともに，自然環境の保全が進んでいます。    

社会資本未来プランが目指す 10 年後の社会資本のあるべき姿 ～河川事業が目指す県土の将来像～ 
 

■本川(台風 16号高潮：H16.8) ■内神川(洪水：H22.7) 
 

 

 ■広島市土砂災害(H26.8) ■椋梨ダム(渇水：H6.8) 

地球温暖化が水分野にもたらす脅威 
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◆ ◆ ◆ ◆ 河川事業の取り組むべき課題 河川事業の取り組むべき課題 河川事業の取り組むべき課題 河川事業の取り組むべき課題     
課題Ⅰ 防災・減災対策の充実・強化                        課題Ⅰ 防災・減災対策の充実・強化                        課題Ⅰ 防災・減災対策の充実・強化                        課題Ⅰ 防災・減災対策の充実・強化                         県内の防護達成人口率は依然として低い水準にあり，改修を必要とする区間が多く残っています。  また，東北地方太平洋沖地震を契機に，南海トラフ巨大地震による地盤の液状化や津波への懸念が増大し，その対策としてゼロメートル市街地等において「堤防の耐震性向上」が求められています。     
課題Ⅱ 想定を超える自然災害への対応                       課題Ⅱ 想定を超える自然災害への対応                       課題Ⅱ 想定を超える自然災害への対応                       課題Ⅱ 想定を超える自然災害への対応                        気候変動により，平成 26 年の広島市における大規模災害や平成 27 年の茨城県の鬼怒川における水害など，施設の能力を上回る洪水の発生頻度が高まることが予想され，ハード対策に加え，ソフト対策を用いた防災・減災対策の向上が求められています。 また，雨の降り方や生活様式の変化などにより，渇水被害の発生についても懸念されています。  
課題課題課題課題ⅢⅢⅢⅢ 維持管理・更新時代への対応                        維持管理・更新時代への対応                        維持管理・更新時代への対応                        維持管理・更新時代への対応                                                                                                                    高潮時の浸水対策として建設された排水機などの大型施設が，今後集中的な更新時期を迎えることから，長寿命化計画に基づき，中長期的な展望から計画的な維持・修繕を行うことが必要となっています。  また，近年頻発する局地的豪雨による県民の防災意識の向上などから，河川内の堆積土や樹木についての除去要望が高まっており，計画的な対応が求められています。  ダム管理の効率化を図るため，ダムの水力エネルギーの有効活用が求められています。  
課題課題課題課題ⅣⅣⅣⅣ 河川環境の保全と川らしさの復元                      河川環境の保全と川らしさの復元                      河川環境の保全と川らしさの復元                      河川環境の保全と川らしさの復元                           河川の底質悪化や，これまで進めてきた画一的な改修により，昔から慣れ親しんできた水辺の魅力が失われ，その復元が求められています。      
課題課題課題課題ⅤⅤⅤⅤ 地域活性化のための賑わいづくりへの対応                   地域活性化のための賑わいづくりへの対応                   地域活性化のための賑わいづくりへの対応                   地域活性化のための賑わいづくりへの対応                    河川やダム湖が持つ魅力を利活用した新たな賑わいの場の創出が求められています。 持続可能なまちづくりのための中山間地域等の賑わいや地域活性化の拠点として，河川環境整備などの取組が求められています。    
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◆ 課題に対する施策の柱 ◆ 課題に対する施策の柱 ◆ 課題に対する施策の柱 ◆ 課題に対する施策の柱 

  課題克服のため，次の 5つのチャレンジを施策の柱として掲げ，取り組みます。 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

３ 基本方針３ 基本方針３ 基本方針３ 基本方針    
 

Ⅰ   Ⅰ   Ⅰ   Ⅰ   

課題Ⅰ 課題Ⅰ 課題Ⅰ 課題Ⅰ 防災・減災対策の 防災・減災対策の 防災・減災対策の 防災・減災対策の 充実・強化 充実・強化 充実・強化 充実・強化 
課題Ⅲ 課題Ⅲ 課題Ⅲ 課題Ⅲ 維持管理・更新時代維持管理・更新時代維持管理・更新時代維持管理・更新時代    への対応 への対応 への対応 への対応 
課題Ⅳ 課題Ⅳ 課題Ⅳ 課題Ⅳ 河川環境の保全と 河川環境の保全と 河川環境の保全と 河川環境の保全と 川らしさの復元川らしさの復元川らしさの復元川らしさの復元 
課題Ｖ 課題Ｖ 課題Ｖ 課題Ｖ 地域活性化のための 地域活性化のための 地域活性化のための 地域活性化のための 賑わいづくりへの対応 賑わいづくりへの対応 賑わいづくりへの対応 賑わいづくりへの対応 

 Ｐ12～Ｐ16Ｐ12～Ｐ16Ｐ12～Ｐ16Ｐ12～Ｐ16    
 Ｐ17～Ｐ20Ｐ17～Ｐ20Ｐ17～Ｐ20Ｐ17～Ｐ20    
 Ｐ21～Ｐ25Ｐ21～Ｐ25Ｐ21～Ｐ25Ｐ21～Ｐ25    
 Ｐ26 Ｐ26 Ｐ26 Ｐ26 
 Ｐ27～Ｐ29Ｐ27～Ｐ29Ｐ27～Ｐ29Ｐ27～Ｐ29    

課題Ⅱ 課題Ⅱ 課題Ⅱ 課題Ⅱ 想定を超える自然想定を超える自然想定を超える自然想定を超える自然災害への対応  災害への対応  災害への対応  災害への対応  
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（１） 事業箇所別の優先度の明確化と創意工夫による早期効果発現          （１） 事業箇所別の優先度の明確化と創意工夫による早期効果発現          （１） 事業箇所別の優先度の明確化と創意工夫による早期効果発現          （１） 事業箇所別の優先度の明確化と創意工夫による早期効果発現          

 ① 全ての改修系の事業箇所を対象に整備の優先順位を明確にした上で，優先度の高い箇所から順に早期完成を目指し整備を進めます。 
 ② 計画延長が長いなどの理由により完成までに長期間を要する河川については，特に優先して整備する区間の設定や，段階的施工の検討を行い，“早期効果発現”を目指します。 
 ③ 大規模な災害の発生により緊急的な対応が求められる事業箇所については，最優先順位に位置付け，再度災害防止に取り組みます。 
 

（２） 河口部の地震・高潮対策事業の重点化（２） 河口部の地震・高潮対策事業の重点化（２） 河口部の地震・高潮対策事業の重点化（２） 河口部の地震・高潮対策事業の重点化                                                                                        

 ① 南海トラフにおけるマグニチュード８～９クラスの地震発生確率は，今後３０年以内に ７０％程度と非常に高い値となっています。 
 ② このクラスの地震が発生した場合には，津波や液状化等により甚大な被害が予測されており，浸水被害を防止するため，堤防の嵩上げや耐震性の向上を計画的に進めます。 
    

 

 

（１） ソフト対策による災害対応力と地域防災力の向上               （１） ソフト対策による災害対応力と地域防災力の向上               （１） ソフト対策による災害対応力と地域防災力の向上               （１） ソフト対策による災害対応力と地域防災力の向上                   ①  近年頻発している局地的豪雨などによる計画を超える洪水が発生した場合にも，人的被害の回避及び県民生活や社会経済への深刻なダメージの軽減を図るため，ハード対策と共にソフト対策も推進し，減災に取り組みます。 
 ② ダム貯水量などの情報提供や節水の呼びかけを行うことにより，水資源に対する意識の普及啓発に努めます。  

（２） 防災情報の普及促進や出前講座の実施              （２） 防災情報の普及促進や出前講座の実施              （２） 防災情報の普及促進や出前講座の実施              （２） 防災情報の普及促進や出前講座の実施                  ①「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」に合わせて，防災出前講座への積極的な取り組みや，報道機関との連携・協力を通じた普及啓発に努めます。 
 

（３）洪水浸水想定区域の見直し （３）洪水浸水想定区域の見直し （３）洪水浸水想定区域の見直し （３）洪水浸水想定区域の見直し      ①  近年の局地的豪雨の頻発を踏まえ，浸水想定区域図について，当該河川の計画降雨に加え，新たに「想定し得る最大規模の降雨」に対する洪水浸水想定区域図を作成して，公表します。 また，これを基とした市町の洪水ハザードマップの作成に関する技術的支援を行います。 

Ⅰ 災害の防止・軽減対策の充実・強化 

ⅡⅡⅡⅡ 自助，共助，公助による地域防災力の向上 自助，共助，公助による地域防災力の向上 自助，共助，公助による地域防災力の向上 自助，共助，公助による地域防災力の向上    

６ ２
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（４）堤防の浸透・浸食に係る監視強化 （４）堤防の浸透・浸食に係る監視強化 （４）堤防の浸透・浸食に係る監視強化 （４）堤防の浸透・浸食に係る監視強化     ①  堤防防護の重要性から，洪水時に堤防を監視する区間を「重点監視区間」として定め，変状等が発見された場合，市町へ情報提供し，水防活動や避難勧告等の発令に役立てます。  

 

  
（１） 既存施設の適確な運用・管理 （１） 既存施設の適確な運用・管理 （１） 既存施設の適確な運用・管理 （１） 既存施設の適確な運用・管理 

 ① 「広島県河川維持管理計画（案）」に基づき，堤防・護岸などの河川管理施設の計画的な維持修繕を継続するとともに，河川の排水機では長寿命化計画を策定して，これに基づいて点検・整備・更新を行ってきました。今後はダムについても長寿命化計画を策定し，これに基づいた点検・整備・更新を行っていきます。 
 ② 新たな公共サービスの担い手として，地域住民が自発的に参加する「アダプト活動」を積極的に促進します。  

（２） （２） （２） （２） 堆積土等の定期的な調査，管理基準の設定，別途 5 ヵ年の除去に関する計画の策定堆積土等の定期的な調査，管理基準の設定，別途 5 ヵ年の除去に関する計画の策定堆積土等の定期的な調査，管理基準の設定，別途 5 ヵ年の除去に関する計画の策定堆積土等の定期的な調査，管理基準の設定，別途 5 ヵ年の除去に関する計画の策定    

 ①   河川内の堆積土や樹木は，洪水時に流れを阻害することで河川の水位を上昇させ，浸水などの災害を助長するおそれがあることから，今後 5カ年の対策箇所を示した「河川内の堆積土等除去計画」を策定し，計画的な除去を進めることで，浸水被害を最小限に抑えます。 
 

（３） ダムの放流エネルギーを利用した小水力発電によるダム管理機能の向上（３） ダムの放流エネルギーを利用した小水力発電によるダム管理機能の向上（３） ダムの放流エネルギーを利用した小水力発電によるダム管理機能の向上（３） ダムの放流エネルギーを利用した小水力発電によるダム管理機能の向上                                        

 ①  ダムの放流水を利用した小水力発電を行い，ダム管理用電源として利用することで，ダム管理の効率化を図るとともに，大規模災害時のダム機能の維持など危機管理の向上を図ります。   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅢⅢⅢⅢ 既存施設の適確な運用・管理による安心・安全の継続 既存施設の適確な運用・管理による安心・安全の継続 既存施設の適確な運用・管理による安心・安全の継続 既存施設の適確な運用・管理による安心・安全の継続    
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（１） 水辺の魅力復元と多自然川づくり                        （１） 水辺の魅力復元と多自然川づくり                        （１） 水辺の魅力復元と多自然川づくり                        （１） 水辺の魅力復元と多自然川づくり                        

 ① 河川の底質改善や，「多自然川づくり」に取り組み，河川が本来持っている生物の生息環境や美しい景観を保全・創出します。 
 ② ダムの整備と適確な運用・管理により，河川に生息する魚や植物，景観や水質の維持等，河川環境の保全と水資源の適正管理に努めます。 

 

 

 

 

 

（１） 水辺空間の利活用の促進                            （１） 水辺空間の利活用の促進                            （１） 水辺空間の利活用の促進                            （１） 水辺空間の利活用の促進                                    ① 既存の階段護岸やダム，河畔緑地等の多目的利用を促進し，水辺の魅力を活かした新たな観光資源や集客の場の創出など，賑わいづくりや地域活性化を支援します。 
 ② 「水の都ひろしま」構想を推進する中で，広島駅周辺地区の水辺を水の都の玄関口にふさわしい広島の象徴的な空間とするため，広島市と連携し「美しい川づくり」に取り組みます。 
  

ⅣⅣⅣⅣ 河川環境の保全と川らしさ復元 河川環境の保全と川らしさ復元 河川環境の保全と川らしさ復元 河川環境の保全と川らしさ復元    

ⅤⅤⅤⅤ 水辺空間を利活用した賑わいづくり 水辺空間を利活用した賑わいづくり 水辺空間を利活用した賑わいづくり 水辺空間を利活用した賑わいづくり    
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◆ 河川事業予算の推移 ◆ 河川事業予算の推移 ◆ 河川事業予算の推移 ◆ 河川事業予算の推移   河川事業の予算は，本県の財政健全化に向けた取組により，平成 12 年度をピークに減少しています。   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 投資予算額 ：概ね ３６０億円  ◆ 投資予算額 ：概ね ３６０億円  ◆ 投資予算額 ：概ね ３６０億円  ◆ 投資予算額 ：概ね ３６０億円  

    「ひろしま川づくり実施計画 2016」では，平成 28年度から平成 32 年度の 5年間について，「中期財政運営方針」に基づき具体的な投資規模を設定しました。 
 投資予定額（Ｈ28～Ｈ32） 交付金 河川事業 （ダム堰堤改良を含む） 140億円 単 独 河川改修  60億円 維持修繕 110億円 国直轄事業負担金※1  50億円 合 計 360億円 
      ※1 H27 年度の当初予算額（H26.2 補正を含む）の５年間分を計上しています。       

00005555
1010101015151515
2020202025252525
3030303035353535
40404040

H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

億円 広島県河川事業予算の推移

ダム建設・堰堤改良河川交付金直轄河川改修費等負担金単独河川改良河川維持修繕
６ ２

 投資規模 投資規模 投資規模 投資規模    
 

 

Ⅲ 計画の内容Ⅲ 計画の内容Ⅲ 計画の内容Ⅲ 計画の内容    

400 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

0 

 広島県河川事業予算の推移 （億円） 

前計画期間 前計画期間 前計画期間 前計画期間 実施計画期間 実施計画期間 実施計画期間 実施計画期間 ダム建設事業完了 
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（１） 事業箇所別の優先度の明確化と創意工夫による早期効果発現  （１） 事業箇所別の優先度の明確化と創意工夫による早期効果発現  （１） 事業箇所別の優先度の明確化と創意工夫による早期効果発現  （１） 事業箇所別の優先度の明確化と創意工夫による早期効果発現  

                                     治水事業は県民の生命と財産を守る，最も根幹的な事業です。このため，これまで河川改修事業やダム建設事業で，治水施設の整備を計画的に進めてきましたが，河川の整備には長い期間を要するため，洪水や高潮による氾濫の恐れのある河川が，未だ多く残っています。 近年でも,平成11年，16年，21年，22年など豪雨や台風に伴う洪水や高潮により，著しい浸水被害が発生しています。 このため，河川改修事業，高潮対策事業の実施箇所の選定にあたっては，次の「河川事業の実施フロー」のとおり客観的な評価により事業箇所ごとの優先度を明確にした上で，優先度の高い箇所から整備を図り，“優先して整備する一定区間の設定”，“段階的施工の検討”，“河道浚渫による改修工事の補完（既存ストックの有効利用）”等の工夫を行うことで「事業効果の早期発現」を目指します。  なお，事業実施箇所の選定過程においては，各建設事務所（支所）社会資本整備調整会議を経て，優先的に整備する箇所や，事業箇所の現況に応じて維持管理により対応する箇所を設定しています。 
 

◆ 河川事業実施フロー ◆ 河川事業実施フロー ◆ 河川事業実施フロー ◆ 河川事業実施フロー     未改修区間のある河川を「河川整備計画策定済み河川」，「一定計画に基づき実施する河川」に区分し，事業実施河川を選定しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

チャレンジⅠ 災害の防止・軽減対策の充実・強化 チャレンジⅠ 災害の防止・軽減対策の充実・強化 チャレンジⅠ 災害の防止・軽減対策の充実・強化 チャレンジⅠ 災害の防止・軽減対策の充実・強化 

（未改修区間のある河川） 

事業箇所ごとの優先度の明確化（ランク分け） 
 

河川整備計画策定済み河川 ～ 流域面積,事業規模が大きい箇所 ～ （予定を含む） 一定計画に基づき実施する河川 ～ 局部改良的要素の高い箇所 ～ （中山間地域等の比較的小規模集落を保全） 
 客観的な指標による優先度評価 客観的な指標による優先度評価 客観的な指標による優先度評価 客観的な指標による優先度評価 

早期効果発現のための工夫 「選択と集中」・「早期効果発現」 
河川事業の実施フロー河川事業の実施フロー河川事業の実施フロー河川事業の実施フロー    

氾濫区域内人口，資産，築堤割合，費用対効果，浸水実績など 
優先して整備する一定区間の設定，段階的施工の検討など 

早期効果発現に向け優先度の高い箇所から事業実施 

 

 



- 13 - 
 

◆ 優先度評価指標◆ 優先度評価指標◆ 優先度評価指標◆ 優先度評価指標                                                                                                                            

 次の客観的な指標により，各事業箇所の優先度評価を行いました。 なお，平成 27年 9 月の関東・東北豪雨災害を踏まえ，築堤区間防護の重要性が再認識されたことから，新たに「築堤区間の割合」を評価指標に加え，築堤整備の重点化を図ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

「社会資本未来プランの施策項目への貢献度」 

「事業効果（B/C）」 

「事業熟度」 

優先度評価指標 

集客・交流機能の強化とブランド力向上集客・交流機能の強化とブランド力向上集客・交流機能の強化とブランド力向上集客・交流機能の強化とブランド力向上 

浸水被害の有無 浸水面積 

流下能力 

災害時の避難所，地域の拠点となる重要施設の有無 氾濫区域内の人口，資産の大きさ等 

河川沿川の利用状況 

床上浸水家屋数 

防災対策の充実・強化防災対策の充実・強化防災対策の充実・強化防災対策の充実・強化 

用地保有状況等 

事業の緊急性事業の緊急性事業の緊急性事業の緊急性 

事業の実行性事業の実行性事業の実行性事業の実行性 

河川の氾濫区域，及びその周辺にある地域活性化のための施設，観光施設，集客施設の有無 

津波・高潮被害の想定河川 

他事業との連携 

築堤区間の割合 新設 
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河川改修・高潮対策事業の優先度 

◆ 河川事業・高潮事業のランクごとの対応方針◆ 河川事業・高潮事業のランクごとの対応方針◆ 河川事業・高潮事業のランクごとの対応方針◆ 河川事業・高潮事業のランクごとの対応方針        

  河川改修・高潮対策事業など改修系の事業箇所について，「客観的な評価指標による優先順位付け」を行った後，全箇所を３つのランクに区分し，つぎの対応方針により事業を実施します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
◆ 評価結果                             ◆ 評価結果                             ◆ 評価結果                             ◆ 評価結果                             

     優先度評価結果により，５ヵ年で実施する箇所は次のとおりです。 （箇所） 区 分 完 成 部分完成 継 続 合 計 A ランク 4 6 16 26 B ランク 5 4 27 36 合 計 9 10 43 62 主な箇所 沼田川（高潮），大又川，藤井川ほか 成羽川，本村川， 松板川ほか 京橋・猿猴川， 江の川，国兼川ほか  

                                                                                         完  成 ： ５ヵ年で計画区間が完成するよう重点整備を行う 部分完成 ： ５ヵ年で計画区間の一定部分※が完成するよう重点整備を行う ※治水効果のある一定区間の整備（暫定断面も含む） 継  続 ： 計画予算の範囲内で事業進捗を図る 
  

S 

 

高 ← 優先度 → 
低

 

優先して整備する一定区間の設定や段階的施工等の創意工夫をしながら，早期効果発現を目指し，重点的に改修事業の進捗を図る 

改修工事に着手するまで，河道浚渫による河川の流下能力（既存ストック）を最大限に活用し，ソフト対策とともに適切な維持管理に努める  

計画予算の範囲内で改修工事を進めるとともに，河道浚渫による河川の流下能力（既存ストック）を最大限に活用する 

客観的な優先度評価によらず実施 再度災害防止に最優先で取り組む 

A 

B 

C 

 

 

 

 

 

 

 

Ａランク Ｂランク Ｃランク 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓランク 緊急的な災害対応 

対応方針対応方針対応方針対応方針 
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  ◆ 河川改修事業等の推進       ◆ 河川改修事業等の推進       ◆ 河川改修事業等の推進       ◆ 河川改修事業等の推進                                                                                                                   

 広島県が管理する一級河川（指定区間）及び二級河川について，洪水による浸水被害を防止するため，河川の流下断面を広げるなどにより洪水を安全に流下させる河川改修事業や，河口部において防潮堤や防潮水門を整備し，高潮や津波による浸水被害を防止する地震・高潮対策事業を計画的に実施します。  【具体例】＜河川改修事業＞堺川（内神川），沼田川，江の川，国兼川など       ＜地震・高潮対策事業＞京橋・猿猴川，沼田川，永慶寺川 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 羽原川における整備効果（地震・高潮対策事業） 
 二級河川羽原川では，平成16年及び平成17年の台風により高潮被害が発生したことから，平成 19年度より防潮水門及び排水機場の整備に着手し，平成 25 年度に防潮水門，また平成27 年度に排水機場が完成し運用を開始しました。 これにより，近年の最大被害である平成 16 年の台風 16号に相当する高潮に対し，再度の被害を防止することができます。     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

050100150200
250300

H16.8浸水 事業完了後
浸水戸数（戸）

H16.8浸水被害浸水被害浸水被害浸水被害 が解消が解消が解消が解消 床下浸水戸数床下浸水戸数床下浸水戸数床下浸水戸数 

164戸戸戸戸 

0戸戸戸戸 

床上浸水戸数床上浸水戸数床上浸水戸数床上浸水戸数 

91戸戸戸戸 
防潮水門防潮水門防潮水門防潮水門    排水機場排水機場排水機場排水機場    

羽原川羽原川羽原川羽原川    

  ■一級河川国兼川 ■二級河川永慶寺川 
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（２） 河口部の地震・高潮対策事業の重点化 （２） 河口部の地震・高潮対策事業の重点化 （２） 河口部の地震・高潮対策事業の重点化 （２） 河口部の地震・高潮対策事業の重点化 

    広島県の河川の多くは河口が南側を向いており，台風時には高潮被害を受けやすい地理的条件にあり，過去に何度も被害を受けています。 また，南海トラフにおけるマグニチュード８～９クラスの地震発生確率は，今後３０年以内に７０％程度と非常に高い値となっており，このクラスの地震が発生した場合には，大きな揺れや津波等により甚大な被害が予測されます。 そのため，沿岸部を高潮や津波から防護する対策として，堤防の嵩上げや耐震化に重点的に取り組みます。 事業の実施に当たっては，海岸事業と連携し沿岸地域を高潮・津波から防護します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

■ 耐震対策イメージ図 
堤防 鋼矢板等で堤防を補強（液状化を抑制） 

①地震波（振動） ②変形（液状化） 
■ 耐震対策施工状況（広島市 京橋川） 
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（１） ソフト対策による災害対応力と地域防災力の向上               （１） ソフト対策による災害対応力と地域防災力の向上               （１） ソフト対策による災害対応力と地域防災力の向上               （１） ソフト対策による災害対応力と地域防災力の向上                  近年頻発している局地的豪雨などによる突発的な洪水が発生した場合にも，人的被害を回避し，県民生活や社会経済への深刻なダメージの軽減を図るため，ハード・ソフト両面からの対策を推進し，減災に取り組みます。 ソフト対策として，広島県河川防災情報システムを通じて市町の水防活動や住民の警戒避難などに役立つ防災情報を提供するなど，避難体制等の充実・強化を図ります。 
 広島県河川防災情報システム 洪水ポータルひろしま ○雨量，水位，潮位，風向風速等の観測情報の提供 ○洪水時における情報提供の充実及び監視 ○洪水予報，水防警報，水位到達などの防災情報の市町への伝達 ○高精度な XRAIN（降雨観測情報）と関連する防災情報の提供 ○市町向けに配信する FAXやメール，パソコンやスマートフォンにより県民向けに情報提供 ○洪水浸水想定区域・避難所の公表                     スマートフォン向けコンテンツ（観測情報提供サービス）               

チャレンジⅡ 自助，共助，公助による地域防災力の向上 チャレンジⅡ 自助，共助，公助による地域防災力の向上 チャレンジⅡ 自助，共助，公助による地域防災力の向上 チャレンジⅡ 自助，共助，公助による地域防災力の向上 

 地理情報    （Web-GIS）に XRAIN や洪水浸水想定区域が表示可能 
XRAIN TOP ページ 

各観測局クリックで観測データの 表，グラフの画面を表示 

県内市町単位での表示も可能 

Web-GIS では縮尺が約 1/40 万から 1/2,500 まで調整可能 →利⽤目的 応 ，広島県全域から家屋単位まで表示可能 
洪水浸水想定区域 避難所 

GPS機能を利用して，現在地の雨量・水位等の情報が確認可能です。 
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（２） 防災情報の普及促進や出前講座の実施              （２） 防災情報の普及促進や出前講座の実施              （２） 防災情報の普及促進や出前講座の実施              （２） 防災情報の普及促進や出前講座の実施                  広島市に大規模な災害をもたらした平成 26 年８月豪雨を踏まえ，防災に向けてこれまで以上に強力に推進していくこととした，「知る」，「察知する」，「行動する」，「学ぶ」，「備える」の５つの行動目標から成る「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」に合わせ，防災出前講座に積極的取り組みます。 「水防月間」を中心とした取り組みを推進するとともに，報道機関との連携・協力を通じた普及啓発に努めます。  学校の防災教育と連携した防災出前講座の実施                    小学校 中学校 合計 防災出前講座実施件数 （H27.5～H27.12） ７校 ３校 １０校   広報連携を通じた普及と啓発                           

災害から命を守るために必要な行動の習得を通じ，災害時の「死者ゼロ」を目指すとともに，未来の防災リーダーの育成を目標として，主に小中学生及びその保護者を対象に出前講座を開催します。更に報道機関との連携・協力を通じて防災意識の更なる波及効果を図ります。 

報道機関との連携・協力を通じて，県民に向けた防災意識の更なる波及効果を図ります。 

■広島県広報番組 ■新聞報道 
■地域ニュース 

防災クイズ 
模型説明 

＜画像提供：TSSテレビ新広島＞ 

＜出典：産經新聞＞ 
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（３）洪水浸水想定区域の見直し （３）洪水浸水想定区域の見直し （３）洪水浸水想定区域の見直し （３）洪水浸水想定区域の見直し      現在公開している「計画降雨」（河川整備において基本となる降雨）を対象とした浸水想定区域図に加え，新たに「想定し得る最大規模の降雨」に対する洪水浸水想定区域図を作成し，公表します。 また，これを基とした市町の洪水ハザードマップの作成に関する技術的支援を行います。   洪水浸水想定区域図の作成河川（国管理河川を除く）                                                   
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（４）堤防の浸透・浸食に係る監視強化 （４）堤防の浸透・浸食に係る監視強化 （４）堤防の浸透・浸食に係る監視強化 （４）堤防の浸透・浸食に係る監視強化     平成 24年 7月の九州北部豪雨により福岡県の一級河川矢部川が「漏水」を起因として決壊し，周辺地域に甚大な被害をもたらしたことから，避難勧告の目安としてこれまでの水位情報に，堤防の浸透・侵食に関する情報を加えることとなりました。     このため，広島県の管理河川においても，浸透・浸食に対する監視が必要な区間を重点監視区間として定め，これを出水時に監視し，変状等が発見された場合には，市町へ情報提供し，避難勧告等の発令に役立てます。 
 

 
     

 

＜出典：国土交通省 HP＞ 

■矢部川の基盤漏水による堤防決壊(H24.7) ＜出典：国土交通省 HP＞ 
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（１）（１）（１）（１）    既存施設の適確な運用・管理 既存施設の適確な運用・管理 既存施設の適確な運用・管理 既存施設の適確な運用・管理 

  河川の機能を維持し，浸水被害を防止するためには，堤防・護岸や排水機場，ダムなどの河川管理施設を適切に管理することが重要であり，次のとおり巡視・点検や維持・修繕等を計画的に行って各施設の機能を維持します。 

 

◆ 堤防・護岸の維持管理◆ 堤防・護岸の維持管理◆ 堤防・護岸の維持管理◆ 堤防・護岸の維持管理  河川の堤防や護岸については，「広島県河川維持管理計画（案）」に基づく定期的な河川巡視・点検により，適確に状況を把握し，重大な被害が懸念される損傷を発見した場合は直ちに対策工事を実施します。 また，軽微な損傷については，河川背後地の状況などから判断した優先度の高い箇所から修繕を実施します。  
◆ 排水機場の維持管理 ◆ 排水機場の維持管理 ◆ 排水機場の維持管理 ◆ 排水機場の維持管理 

  排水機場の維持管理については，施設ごとに中長期的な維持管理方針を定めた長寿命化計画を策定しており，これに基づいた点検，点検結果に基づく整備，更新を行います。 
 

◆ ◆ ◆ ◆ ダムの維持管理 ダムの維持管理 ダムの維持管理 ダムの維持管理 

 ダムの維持管理については，「ダム点検整備基準・同解説（広島県）」に定める日常管理に基づく巡視・点検，維持・修繕等を行っています。 今後はこれに加え，ダムを構成する設備ごとの維持管理に係る中長期的な維持管理方針を定めた長寿命化計画を策定し，点検，点検結果に基づく整備，更新を行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

チャレンジⅢ 既存施設の適確な運用・管理による安心・安全の継続チャレンジⅢ 既存施設の適確な運用・管理による安心・安全の継続チャレンジⅢ 既存施設の適確な運用・管理による安心・安全の継続チャレンジⅢ 既存施設の適確な運用・管理による安心・安全の継続 

・ 劣化や損傷を早めに把握し，適切な時期に必要な補修等を行うことにより，長期的にダムの安全性及び機能を保持することで，長寿命化を図る計画とする。 ・ 状態監視保全導入による予算の平準化を図る。 
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新安川排水機場の施設 

岡ノ下川排水機場 

新安川排水機場 尾崎川排水機場 

大河原排水機場 

才町川排水機場 

手城川排水機場 

木曽丸川排水機場 坊寺排水機場 古市排水機場 

排水機場及びダム位置図 

■駆動設備 ■排水機設備 ■新安川排水機場 

小瀬川ダム 魚切ダム 梶毛ダム 
野呂川ダム 椋梨ダム 福富ダム 御調ダム 

山田川ダム 野間川ダム 
仁賀ダム 

四川ダム 

庄原ダム 

本川排水機場 羽原川排水機場 
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◆ アダプト活動の促進 ◆ アダプト活動の促進 ◆ アダプト活動の促進 ◆ アダプト活動の促進 

 アダプトには「養子縁組をする」という意味があり，住民や企業の皆さんが道路や河川などの清掃や緑化，草刈などをボランティアで行い，わが子のように面倒をみていく活動をアダプト活動といいます。 河川においては，ボランティア活動として，県の管理する一級河川・二級河川の清掃，美化等を行う団体，企業，個人をアダプト団体として認定し，表示板の設置，傷害・損害賠償保険の加入，活動費の一部支援などを行うことで，その活動をバックアップすることにより，住民と行政の協働体制の構築を目指します。     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ■ 清掃活動の様子              ■ 草刈作業の様子  
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（２）堆積土等の定期的な調査，管理基準の設定，別途 5ヵ年の除去に関する計画の策定 （２）堆積土等の定期的な調査，管理基準の設定，別途 5ヵ年の除去に関する計画の策定 （２）堆積土等の定期的な調査，管理基準の設定，別途 5ヵ年の除去に関する計画の策定 （２）堆積土等の定期的な調査，管理基準の設定，別途 5ヵ年の除去に関する計画の策定 

 河川の流下能力の阻害要因となる堆積土等の除去については，定期点検や地元・市町の要望などにより把握した要対策箇所について，河川阻害の程度や河川背後地の状況等により優先度を評価し，河道浚渫や樹木の伐採を行ってきたところです。 河川の流下能力を適切に管理するため，管理基準を設けて堆積土等の管理水準を明確化するとともに「河川内の堆積土等除去計画」を策定し，計画的に堆積土等の除去を行います。  
◆ 管理基準の設定◆ 管理基準の設定◆ 管理基準の設定◆ 管理基準の設定       項目 管理基準 堆積土 阻害率を 15％未満とする。 ただし，現在の堆積状況から，直ちにこの水準で管理することは困難であるため，当面，阻害率 20％以上の箇所を解消するとともに，15～20％の箇所を計画的に除去することにより，この水準への移行を進める。 樹 木 河川横断方向における樹木群の幅が河床幅の４分の１以上，かつ，縦断方向の延長が 100ｍ以上の状態を解消する。 ※ 阻害率については，現在，主に目視により把握しています。阻害率の把握精度の向上と堆積状況変化の定量的評価のため，代表的な河川断面の測量を推進します。 

 【参考】    阻害率は次の考え方により算出します。河川の断面積は点線部分，堆積土の面積（除去の対象となる部分）は斜線部分です。 
 

 

 

 

 

 

 

◆ 「河川内の堆積土等除去計画」の策定◆ 「河川内の堆積土等除去計画」の策定◆ 「河川内の堆積土等除去計画」の策定◆ 「河川内の堆積土等除去計画」の策定     本計画期間での対策実施箇所を明確化した「河川内の堆積土等除去計画」を策定し，計画的に浚渫工事などを実施します。  
◆ 堆積土等の定期的な調査◆ 堆積土等の定期的な調査◆ 堆積土等の定期的な調査◆ 堆積土等の定期的な調査  土砂が堆積している区間や堆積する傾向にある区間の測量を実施し，状況写真と併せて取りまとめ，次期計画に向けたデータを蓄積します。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

阻害率の考え方 

■浚渫前 ■浚渫後 

余裕高 ← 護岸頂部 ← 計画河床 
河川断面積 堆積土面積 河川断面積 堆積土面積 阻害率 ＝ ×100(%) 
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（３） ダムの放流エネルギーを利用した小水力発電によるダム管理機能の向上（３） ダムの放流エネルギーを利用した小水力発電によるダム管理機能の向上（３） ダムの放流エネルギーを利用した小水力発電によるダム管理機能の向上（３） ダムの放流エネルギーを利用した小水力発電によるダム管理機能の向上                                        

 

  ダムの放流水を利用した小水力発電を行い，ダム管理用電源として利用することで，ダム管理の効率化を図るとともに，大規模災害時のダム機能の維持など危機管理の向上を図ります。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

【事業概要】 ・最大出力 370kW ・発電電力量 2GWh／年 （一般家庭約 500世帯の年間電力使用量相当） 
 

県管理の 10ダムにおいて，発電事業の可能性調査を行い，東広島市福富町に建設されている福富ダムで事業を行うこととし，平成 29年度からの発電開始を目指しています。 
 



- 26 - 
 

 

 

（１） 水辺の魅力復元と多自然川づくり                        （１） 水辺の魅力復元と多自然川づくり                        （１） 水辺の魅力復元と多自然川づくり                        （１） 水辺の魅力復元と多自然川づくり                        

 
◆ 河川の底質の改善 ◆ 河川の底質の改善 ◆ 河川の底質の改善 ◆ 河川の底質の改善 

  海に近い河川では，河床勾配や干満の影響などにより有機泥が河床に堆積しやすく，生物生息環境や水辺景観が悪化しているため，河川底質の改善に取り組みます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
◆ 多自然川づくりの推進 ◆ 多自然川づくりの推進 ◆ 多自然川づくりの推進 ◆ 多自然川づくりの推進 

  河川が持つ生物の生息環境や河川景観を保全・創出するため，「多自然川づくり」に取り組みます。 
 多自然川づくり     多自然川づくりとは，河川全体の自然の営みを視野に入れ，地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し，河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出することです。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

チャレンジⅣ 河川環境の保全と川らしさの復元 チャレンジⅣ 河川環境の保全と川らしさの復元 チャレンジⅣ 河川環境の保全と川らしさの復元 チャレンジⅣ 河川環境の保全と川らしさの復元 
 

■ 京橋川（広島市）における底質改善 （左；施工前，右；施工後） 

◇ 環境調査などを実施し，河川景観を保全・創出する。 ◇ 川幅を広く確保できるところは広く確保する。 ◇ 現況の蛇行形態を参考に，みお筋を確保する。 ◇ 寄せ土（カゴマット）などにより，水際部の植生を図る。       

■イメージ図 
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（１） 水辺空間の利活用の促進                            （１） 水辺空間の利活用の促進                            （１） 水辺空間の利活用の促進                            （１） 水辺空間の利活用の促進                                     

◆ 既存ストックの多目的利用 ◆ 既存ストックの多目的利用 ◆ 既存ストックの多目的利用 ◆ 既存ストックの多目的利用 

 

    既存の階段護岸やダム，河畔緑地等の多目的利用を促進し，水辺の魅力を活かした観光資源や集客の場の創出など，新たな賑わいづくりを支援します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ■ 河岸緑地（京橋川：広島市） 
 
 
◆ ダムを活用した賑わいづくり ◆ ダムを活用した賑わいづくり ◆ ダムを活用した賑わいづくり ◆ ダムを活用した賑わいづくり 

 ダム見学会の開催やダムカードの配布により，ダムに対する理解を深めるとともに，地元が実施するイベントに協力するなどして，ダム周辺地域の賑わいに貢献しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 

チャレンジⅤ 水辺空間を利活用した賑わいづくり チャレンジⅤ 水辺空間を利活用した賑わいづくり チャレンジⅤ 水辺空間を利活用した賑わいづくり チャレンジⅤ 水辺空間を利活用した賑わいづくり 
 

 

■ダム見学会（小瀬川ダム）   ■ダムカード 
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◆ 中山間地域等の地域活性化のための河川空間利用 ◆ 中山間地域等の地域活性化のための河川空間利用 ◆ 中山間地域等の地域活性化のための河川空間利用 ◆ 中山間地域等の地域活性化のための河川空間利用 

 中山間地域等の地域活性化のための河川空間を利用した賑わいづくりを支援します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
            ■ 三次市三川合流部周辺河川環境整備計画の事例 
 

◆ 「水の都ひろしま」構想の推進 ◆ 「水の都ひろしま」構想の推進 ◆ 「水の都ひろしま」構想の推進 ◆ 「水の都ひろしま」構想の推進 

     広島市は中心部に６本の川が流れ，美しい水辺に恵まれた水の都であり，この水辺の魅力をより一層引き出すため，平成 15年に国・県・市・市民との協働により，「水の都ひろしま」構想を策定しています。 この構想を具体化するため，既存の階段護岸を利用した水上タクシーの運航や河岸緑地へのオープンカフェの出店などに取り組んできたところであり，引き続き「水の都ひろしま」構想の推進を支援します。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ■ 水辺のオープンカフェ（京橋川：広島市） 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

■ 既存の階段護岸を利用した水上タクシー （京橋川：広島市） 

■ 三次市三川合流部周辺河川環境整備計画の事例 
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また，猿猴川広島駅南口周辺地区は，「水の都ひろしま」構想でモデル地区の一つに位置付けられており，広島県と広島市でとりまとめた「美しい川づくり」将来ビジョンに基づき，広島駅周辺地区の水辺を「水の都」の玄関口にふさわしい，広島の象徴的な空間とするため，広島市と連携して取り組みます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 取組内容 

■ 猿猴橋周辺整備イメージ 

■ 「美しい川づくり」取組図 
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【参【参【参【参考】考】考】考】 直 直 直 直轄轄轄轄河川事業の取組河川事業の取組河川事業の取組河川事業の取組                                                                                                                                           広島県内の河川のうち，国土交通大臣が管理している一級河川（指定区間外）は，太田川，江の川，芦田川，小瀬川の 4 河川があり，これらの河川は県民の安全・安心や経済に与える影響が極めて重大な河川であることから，国に対し，引き続き計画的な防災減災対策の推進について，働きかけていきます。 
 広島県内の直轄河川管理施設現況（平成 27 年 3月末現在）                 （単位：km） 水系名 直轄管理 河川延長 堤防延長 参考 計画断面堤防(a) 堤防必要区間(b) a／b（％） 芦田川 48.9 40.4 80.8 50.0 太田川 121.4 72.5 151.6 47.8 小瀬川 13.4 8.9 19.7 45.2 江の川 164.2 75.9 181.2 41.9 注）１．直轄管理区間延長はダム管理区間を除く ２．「計画断面堤防」は計画法線上に計画断面を確保した堤防 
  また，「水防災意識社会 再構築ビジョン」（平成 27 年 12 月策定）に基づき，平成 32 年度を目途に水防災意識社会を再構築する取組を行っており，県内４河川においても「洪水を安全に流すためのハード対策」※1「危機管理型ハード対策」※2の整備を行う予定となっています。 ※1 浸透対策，パイピング対策，流下能力対策，浸食・洗掘対策  ※2 堤防天端の保護，堤防裏法尻の補強 
 

   芦田川  大正 12 年から昭和 41 年にかけて中下流部の改修工事が実施され，堤防は一定の水準で整備されています。平成９年には八田原ダムが完成し，洪水調節等が行われています。 現在は，上流部において，流下能力確保のため河道掘削などが行われています。 
 

 
 
 
 
 
 
 

         
 

＜出典：国土交通省 HPより抜粋＞ 

各水系の事業概要 

 

洪水を安全に流すためのハード対策 危機管理型ハード対策3.9ｋｍ 2.2ｋｍ「水防災意識社会再構築ビジョン」における今後概ね５年間で対策を実施する区間延長
■平成 10年洪水（福山市） ■河床掘削（土生・父石・目先地区） ■施工前（平成 15年度） ■施工後（平成 26年度） 
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 太田川               広島市街地を洪水から守るため，昭和７年度から太田川放水路工事に着手し，昭和 42年度に概成しました。平成 13年度には，支川滝山川で温井ダムが完成しています。 現在は，高潮対策として天満川等の高潮堤防の整備や，矢口地区の排水機場のポンプ増設等が行われています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 小瀬川  昭和 43年から改修工事に着手し，下流部の河道は概成しています。また，平成２年度には弥栄ダムが完成し，洪水調節等が行われています。 現在は，中流部の流下能力確保のため引堤等が行われています。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 江の川  昭和 28年から八千代町（現安芸高田市）下土師から三次市までの区間について改修工事が行われ，昭和 48 年度には土師ダムが，平成 18 年度には馬洗川の支川上下川で灰塚ダムが完成し，洪水調節等に大きな役割を果しています。  現在は，三次市において堤防整備が行われています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ■天満川高潮対策工事（イメージ） 

 
  

  ■平成 17年 9月豪雨（両国橋） ■小瀬地区改修工事 

■平成 22年 7月洪水（三次市） ■平成 18年 9月洪水（安芸高田市） ■三次市門田地区 

 

洪水を安全に流すためのハード対策 危機管理型ハード対策0.3ｋｍ －「水防災意識社会再構築ビジョン」における今後概ね５年間で対策を実施する区間延長

 

洪水を安全に流すためのハード対策 危機管理型ハード対策6.0ｋｍ 5.2ｋｍ「水防災意識社会再構築ビジョン」における今後概ね５年間で対策を実施する区間延長

■平成 22年浸水（矢口川 広島市） 
 

洪水を安全に流すためのハード対策 危機管理型ハード対策9.6ｋｍ 1.6ｋｍ「水防災意識社会再構築ビジョン」における今後概ね５年間で対策を実施する区間延長■平成 16年高潮被害（広島市） 
 

引堤，橋梁架換
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◆ 目標◆ 目標◆ 目標◆ 目標①①①①【 洪水高潮防護【 洪水高潮防護【 洪水高潮防護【 洪水高潮防護達達達達成成成成人人人人口口口口率率率率    】】】】    

                    本県が管理している河川において，洪水や高潮により浸水被害が想定される区域内の人口に対する，改修が完了した区域内の人口の割合を「防護達成人口率」として評価指標としました。    

 
洪水高潮防護洪水高潮防護洪水高潮防護洪水高潮防護達達達達成成成成人人人人口口口口率率率率    ＝＝＝＝ 防護 防護 防護 防護達達達達成成成成人人人人口 口 口 口 ／／／／ 浸水想定区域内 浸水想定区域内 浸水想定区域内 浸水想定区域内人人人人口口口口 

 ※ 浸水想定区域は広島県が管理している河川を対象としています   平成 28（2016）年度から平成 32（2020）年度の 5年間の投資により，洪水高潮防護達成人口率を現況値の 60.3%から 63.0%まで引き上げます。                        
 当初現況値 （H28 当初） 最終目標値 （H32 末） 60.3％ 63.0％ 
 

 

◆ 目標◆ 目標◆ 目標◆ 目標②②②②【 堤防【 堤防【 堤防【 堤防耐耐耐耐震化防護震化防護震化防護震化防護達達達達成成成成人人人人口口口口率率率率    】】】】            

                    本県が管理している河川堤防において，地震による液状化等により浸水被害が想定される区域の人口に対し，耐震補強が完成するなどし，防護される人口の割合を「河川堤防耐震化防護達成人口率」として評価指標としました。    

 
堤防堤防堤防堤防耐耐耐耐震化防護震化防護震化防護震化防護達達達達成成成成人人人人口口口口率率率率    ＝＝＝＝    耐耐耐耐震防護震防護震防護震防護達達達達成成成成人人人人口 口 口 口 ／／／／ 浸水想定区域内 浸水想定区域内 浸水想定区域内 浸水想定区域内人人人人口口口口 

 ※ 浸水想定区域は広島県が管理している河川を対象としています   平成 28（2016）年度から平成 32（2020）年度の 5年間の投資により，堤防耐震化防護達成人口率を現況値の 40.6%から 42.7%まで引き上げます。                        
 当初現況値 （H28 当初） 最終目標値 （H32 末） 40.6％ 42.7％ 
 

 

 

 

 

 

 

ⅣⅣⅣⅣ 成果目標  成果目標  成果目標  成果目標 

 

防災・減災対策の充実・強化 防災・減災対策の充実・強化 防災・減災対策の充実・強化 防災・減災対策の充実・強化 

新 規 新 規 新 規 新 規 
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◆ 目標◆ 目標◆ 目標◆ 目標③③③③【想定【想定【想定【想定最大規模最大規模最大規模最大規模降雨に対する洪水浸水想定区域降雨に対する洪水浸水想定区域降雨に対する洪水浸水想定区域降雨に対する洪水浸水想定区域図図図図の策定の策定の策定の策定率】率】率】率】    

                 
 多発する浸水被害への対応を図るため，新たに着手する「想定し得る最大規模の降雨」を前提とした洪水浸水想定区域図の策定率を評価指標としました。  
 

想定想定想定想定最大規模最大規模最大規模最大規模降雨に対する洪水浸水想定区域降雨に対する洪水浸水想定区域降雨に対する洪水浸水想定区域降雨に対する洪水浸水想定区域図図図図の策定の策定の策定の策定率＝率＝率＝率＝    

        策定・        策定・        策定・        策定・公表公表公表公表する区間 する区間 する区間 する区間 ／／／／ 策定・ 策定・ 策定・ 策定・公表が必要公表が必要公表が必要公表が必要な全区間 な全区間 な全区間 な全区間 

 策定率の算定にあたっては，対象の 23水系 63 河川（67 区間）について 10 年間で策定するものとし，5年目では 65.7％に相当する 41河川（44区間）の区間を策定することを目標とします。 
 
 当初現況値 （H28 当初） 最終目標値 （H32 末） 0％ 65.7％ 
    

    

◆ 目標◆ 目標◆ 目標◆ 目標④④④④【「河川出前講座」等の実施数【「河川出前講座」等の実施数【「河川出前講座」等の実施数【「河川出前講座」等の実施数】】】】    

                 災害から命を守るために必要な行動の習得を通じ，災害時の「死者ゼロ」を目指すとともに，未来の防災リーダーの育成を目標とするために開催する「河川出前講座」の数を評価指標としました。  
「河川出前講座」等の実施数「河川出前講座」等の実施数「河川出前講座」等の実施数「河川出前講座」等の実施数   実施数については，平成 28（2016）年度から平成 32（2020）年度の 5年間に県内の小中学校を対象に計画的に実施します。 

  当初現況値 （H28 当初） 最終目標値 （H32 末） － 45 回 
 

 

 

 

 

 

自助・共助・公助による地域防災力の向上 自助・共助・公助による地域防災力の向上 自助・共助・公助による地域防災力の向上 自助・共助・公助による地域防災力の向上 

新 規 新 規 新 規 新 規 

新 規 新 規 新 規 新 規 
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  １  実施箇所は，計画期間内(H28～H32)に実施する箇所について，社会資本整備調整会議において，地元市町の意見を伺いながら選定しています。  ２  この実施箇所一覧に記載していない箇所を実施する場合は，計画を変更したうえで対応する必要があります。  ３  但し，災害や点検の結果等により，緊急的な対応が必要となった場合には，この実施箇所一覧以外の箇所であっても柔軟に対応します。    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅴ 河川改修・高潮対策事業の実施箇所 Ⅴ 河川改修・高潮対策事業の実施箇所 Ⅴ 河川改修・高潮対策事業の実施箇所 Ⅴ 河川改修・高潮対策事業の実施箇所 
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完成 部分完成 継続1 京橋・猿猴川 広島市中区・南区 ●2 府中大川 広島市東区 ●3 小河原川 広島市東区 ●4 尾崎川 広島市安芸区・海田町 ●5 安川 広島市安佐南区 ●6 根谷川 広島市安佐北区 ●7 鈴張川 広島市安佐北区 ●8 湯坂川 広島市安佐北区 ●9 三篠川（下流） 広島市安佐北区 ●10 見坂川 安芸高田市向原町 ●11 大土川 安芸高田市甲田町 ●12 本村川 安芸高田市甲田町 ●13 榎川 安芸郡府中町 ●14 内神川 呉市中央 ●15 永慶寺川 廿日市市大野中央 ●16 江の川 北広島町千代田町～大朝町 ●17 志路原川 北広島町千代田町 ●18 賀茂川 竹原市竹原町～東野町 ●19 松板川 東広島市西条町 ●20 杵原川 東広島市高屋町 ●21 関川 東広島市志和町 ●22 入野川 東広島市河内町，高屋町 ●23 瀬戸川 福山市草戸町～佐波町 ●24 手城川 福山市東手城町～春日町 ●25 有地川 福山市駅家町～芦田町 ●26 加茂川 福山市御幸町～加茂町 ●27 御調川 府中市父石町～尾道市御調町 ●28 沼田川（高潮） 三原市明神町～和田町 ●29 沼田川 三原市新倉町～本郷町 ●30 梨和川 三原市本郷町 ●31 大谷川 三次市畠敷町 ●32 国兼川 三次市向江田町～庄原市七塚町 ●33 西城川 庄原市宮内町～高町 ●34 成羽川 庄原市東城町 ●

番号種別

河川整備計画策定河川

整備計画箇所河川名
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完成 部分完成 継続35 熊野川 広島市安芸区 ●36 矢口川 広島市安佐北区 ●37 戸島川 安芸高田市向原町 ●38 大又川 安芸高田市八千代町 ●39 瀬野川 安芸郡海田町 ●40 大谷川 呉市阿賀中央 ●41 黒瀬川 呉市広・阿賀 ●42 二河川 呉市焼山～苗代町 ●43 玖島川 廿日市市友田 ●44 玖島川 大竹市栗谷町 ●45 小河内川 北広島町今吉田 ●46 賀茂川 竹原市仁賀町 ●47 関川 東広島市志和町 ●48 猿田川 東広島市黒瀬町 ●49 沼田川 東広島市福富町 ●50 椋梨川 東広島市豊栄町 ●51 藤井川 福山市南今津町 ●52 本郷川 福山市南今津町 ●53 藤井川 福山市高西町 ●54 四川 福山市加茂町 ●55 阿下川 神石高原町阿下 ●56 椋梨川 三原市大和町 ●57 芦田川 三原市大和町 ●58 宇津戸川 世羅郡世羅町 ●59 板木川 三次市下志和地町 ●60 片野川 三次市吉舎町 ●61 大戸川 庄原市川西町 ●62 西城川 庄原市西城町 ●

一定計画河川

箇所 整備計画種別 番号 河川名
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 河川改修・高潮対策事業の実施箇所  河川改修・高潮対策事業の実施箇所  河川改修・高潮対策事業の実施箇所  河川改修・高潮対策事業の実施箇所 
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ひろしま川づくり実施計画 2016 ひろしま川づくり実施計画 2016 ひろしま川づくり実施計画 2016 ひろしま川づくり実施計画 2016 

平成２８年３月 

広島県土木建築局河川課 〒730-8511 広島市中区基町 10-52 ℡082-513-3930(直通) 


